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みたか井心亭（下連雀２－10－48）

同
時
に
「
伝
染
病
予
防
法
」
が
廃
止

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
市
町
村
に
課

さ
れ
て
い
た
伝
染
病
院
の
設
置
義
務

が
な
く
な
り
、
ま
た
伝
染
病
関
係
事

務
は
感
染
症
関
係
事
務
と
し
て
再
編

さ
れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
都
道
府
県

知
事
の
所
管
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
組
合
の
共
同
事
務
を

取
り
巻
く
状
況
が
大
き
く
変
化
し
た

こ
と
か
ら
、
組
合
の
あ
り
方
に
つ
い

て
両
市
で
協
議
を
重
ね
た
結
果
、
第

２
処
理
場
と
伝
染
病
棟
（
現
・
感
染

症
病
棟
）
は
武
蔵
野
市
が
、
第
１
処

理
場
は
三
鷹
市
が
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き

継
ぐ
こ
と
と
し
、
48
年
間
に
及
ぶ
組

合
の
歴
史
に
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

三
鷹
市
の
ご
み
の
焼
却
は
、
三
鷹

市
が
従
来
ど
お
り
第
１
処
理
場
で
行

い
ま
す
の
で
、
解
散
に
よ
る
市
民
生

活
へ
の
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今

後
の
ご
み
処
理
に
つ
い
て
万
全
を
期

す
た
め
、
武
蔵
野
市
と
「
ご
み
処
理

に
関
す
る
相
互
支
援
協
定
」
を
締
結

す
る
な
ど
、
協
力
関
係
を
強
化
し
て

い
き
ま
す
。

∞
ご
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策
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ò
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線
２
５
３
３
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平
成
15
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、
今
後
次
期

市
長
の
下
で
、
こ
の
骨
格
予
算
を
基
礎
に
本
格

的
な
予
算
と
す
べ
く
政
策
的
経
費
な
ど
を
織
り

込
ん
だ
補
正
を
行
い
、
通
常
の
年
間
予
算
と
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。な

お
、
こ
う
し
た
考
え
方
を
基
本
と
し
な
が

ら
も
、
市
民
生
活
に
支
障
が
生
じ
な
い
こ
と
、

ま
た
、
市
政
運
営
の
停
滞
を
避
け
、
そ
の
継
続

性
を
確
保
す
る
こ
と
に
も
配
慮
し
、
補
正
対
応

で
は
時
期
を
逸
す
る
事
業
な
ど
に
つ
い
て
は
必

要
最
小
限
の
経
費
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。

市
の
平
成
15
年
度
当
初
予
算
案
が
、
２
月
27

日
か
ら
始
ま
っ
た
市
議
会
定
例
会
で
審
議
さ
れ

て
い
ま
す
。

新
年
度
予
算
は
、
安
田
養
次
郎
市
長
が
４
月

に
行
わ
れ
る
次
期
市
長
選
挙
に
立
候
補
し
な
い

と
表
明
し
た
こ
と
に
伴
い
、
新
た
に
三
鷹
市
民

か
ら
選
ば
れ
る
次
期
市
長
が
自
ら
の
方
針
に
基

づ
い
て
市
政
運
営
に
あ
た
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
と
い
う
考
え
か
ら
、
義
務
的
な
経
費
や
、
裁

量
の
余
地
が
な
い
経
常
的
な
経
費
な
ど
を
中
心

と
す
る
「
骨
格
予
算
」
と
し
て
編
成
し
て
い
ま

私
は
、
４
月
に
行
わ
れ
る
市
長
選
挙
に
は
立

候
補
し
な
い
こ
と
を
、
昨
年
11
月
に
表
明
し
て

お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
平
成
15
年
度
に
つ
い
て
は
、
新
た

に
三
鷹
市
民
か
ら
選
ば
れ
る
次
期
市
長
が
、
で

き
る
限
り
早
期
に
自
ら
の
方
針
に
基
づ
い
て
市

政
運
営
に
あ
た
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考

え
、
市
長
任
期
の
関
係
で
私
が
編
成
す
る
平
成

15
年
度
の
当
初
予
算
に
つ
い
て
は
、
新
規
事
業

な
ど
を
含
め
た
市
の
全
事
務
事
業
を
計
上
す
る

通
常
の
年
間
予
算
と
は
せ
ず
に
、
い
わ
ゆ
る

「
骨
格
予
算
」
と
し
て
編
成
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

骨
格
予
算
は
、
政
策
的
経
費
な
ど
の
予
算
計

上
を
極
力
避
け
な
が
ら
、
人
件
費
な
ど
の
義
務

的
経
費
や
法
令
に
基
づ
く
戸
籍
事
務
費
な
ど
の

準
義
務
的
経
費
、
そ
の
ほ
か
裁
量
の
余
地
が
な

い
経
常
的
経
費
を
中
心
に
編
成
す
る
予
算
で

す
。

市
の
職
員
が
滞
納
者
宅
を
訪
問
し
早
期
納

付
の
お
願
い
を
し
て
い
ま
す
が
、
他
自
治
体

で
、
職
員
と
偽
っ
て
訪
問
す
る
事
例
が
発
生

し
て
い
ま
す
。
職
員
は
身
分
証
明
書
を
持
っ

て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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▲三鷹駅前保育園（中央通りタウンプラザ内）を午後10時までの

延長保育の拠点とし、各市立保育園から駅前保育園までの園児の

移送サービスを実施するなど延長保育拡充事業費を計上

３
月
９
日
À
ま
で
、
平
日
の
窓
口
時
間
延

長
と
土
・
日
曜
日
の
臨
時
窓
口
の
開
設
を
し

ま
す
。
納
税
相
談
や
納
税
を
し
た
い
が
、

土
・
日
曜
日
も
し
く
は
午
後
５
時
以
降
し
か

時
間
が
と
れ
な
い
と
い
う
方
は
、
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
こ
の
期
間
に
は
納
税
課
職
員
に
よ

る
訪
問
・
電
話
催
告
を
行
い
ま
す
の
で
、
早

期
納
付
に
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
平
日
＝
３
月
７
日
–
ま
で
の
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
７
時
30
分

◇
土
・
日
曜
日
＝
３
月
２
日
À
、
８
日
—
、

９
日
À
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
場
所
は
市
役
所
２
階
納
税
課
窓
口
。

◆
相
談
・
納
付
（
納
入
）
で
き
る
税
目

市

民
税
・
都
民
税
（
普
通
徴
収

・
特
別
徴
収
）、
固
定
資
産
税
（
償
却
資
産

を
含
む
）
・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
、

法
人
市
民
税

す
。こ

の
た
め
、
平
成
15
年
度
の
一
般
会
計
の
予

算
規
模
は
５
２
２
億
１
１
９
７
万
円
で
、
前
年

度
に
比
べ
て
42
億
７
３
８
万
円
、
率
に
し
て

７
・
５
％
の
減
と
な
っ
て
い
ま
す
。

政
策
的
経
費
や
投
資
的
経
費
を
盛
り
込
ん
だ

通
常
の
年
間
予
算
は
、
次
期
市
長
の
方
針
に
基

づ
い
て
６
月
に
補
正
予
算
と
し
て
計
上
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
市
立
保
育
園
延
長
保
育
拡
充
事
業
、

中
小
企
業
無
利
子
緊
急
融
資
事
業
補
助
金
、
住

民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
U
ク
シ
ス
テ
ム
の
第
２

次
稼
働
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
補
正
対
応
で
は

時
期
を
逸
す
る
も
の
、
年
間
を
通
し
て
取
り
組

み
が
必
要
な
も
の
と
し
て
例
外
的
に
通
年
分
を

計
上
し
て
い
ま
す
。

武
蔵
野
・
三
鷹
両
市
で
構
成
す
る

「
武
蔵
野
三
鷹
地
区
保
健
衛
生
組
合
」

が
３
月
31
日
で
解
散
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

同
組
合
は
、
両
市
が
共
同
し
て
ご

み
焼
却
場
と
伝
染
病
院
の
建
設
、
経

営
を
す
る
目
的
で
、
昭
和
30
年
１
月

に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
す
。

組
合
発
足
当
初
、
ご
み
焼
却
場
は

三
鷹
市
内
に
建
設
さ
れ
、「
ふ
じ
み

処
理
場
」
と
し
て
両
市
の
ご
み
を
焼

却
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和

59
年
に
は
懸
案
で
あ
っ
た
焼
却
場
が

武
蔵
野
市
に「
組
合
立
第
２
処
理
場
」

と
し
て
完
成
、
同
時
に
三
鷹
市
の

「
ふ
じ
み
処
理
場
」
が
「
組
合
立
第

１
処
理
場
」と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、

両
市
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
み
を
自
区
内

で
処
理
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
共
同
事
務

で
あ
る
伝
染
病
院
は
、
武
蔵
野
市
に

あ
る
武
蔵
野
赤
十
字
病
院
内
に
昭
和

31
年
に
開
設
し
て
以
来
、
武
蔵
野
・

三
鷹
両
市
の
伝
染
病
患
者
の
治
療
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
平
成
11
年
４
月
「
感
染

症
の
予
防
お
よ
び
感
染
症
の
患
者
に

対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
」（
感

染
症
予
防
法
）が
新
た
に
施
行
さ
れ
、

予
算
編
成
に
あ
た
っ
て

市
長

■
市
職
員
の

滞
納
者
宅
訪
問
に
つ
い
て
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政
策
的
経
費
な
ど
は

新
市
長
の
も
と
で
６
月
補
正

平
成
15
年
度
当
初
予
算
案
の
概
要

２
面


